
第９９号議案 

第

九

十

九

号

議

案

 

   
 
 

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

四

年

十

一

月

二

十

九

日

 

  

提

出

者
 
 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



第９９号議案 

 
 
 

江

戸

川

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

十

二

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

題

名

の

次

に

次

の

目

次

を

付

す

る

。

 

目

次

 

第

一

章

 

総

則

（

第

一

条

・

第

二

条

）

 

第

一

章

の

二

 
公

園

の

設

置

目

標

及

び

公

園

施

設

の

設

置

基

準

（

第

二

条

の

二

―

第

二

条

の

 
二

の

四

）

 

第

一

章

の

三

 

区

以

外

の

者

の

公

園

施

設

の

設

置

等

（

第

二

条

の

三

―

第

二

条

の

五

）

 

第

二

章

 

公

園

の

占

用

及

び

施

設

の

利

用

（

第

三

条

―

第

六

条

の

四

）

 

第

三

章

 

公

園

の

管

理

（

第

七

条

―

第

八

条

の

三

）

 

第

三

章

の

二

 

工

作

物

等

の

保

管

の

手

続

等

（

第

八

条

の

四

―

第

八

条

の

八

）

 

第

四

章

 

雑

則

（

第

九

条

―

第

十

三

条

の

四

）

 

第

五

章

 

罰

則

（

第

十

四

条

―

第

十

六

条

）
 

第

六

章

 

委

任

（

第

十

七

条

）

 

附

則

 

 
 

第

一

章

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

第

一

章

の

二

 

公

園

の

設

置

目

標

及

び

公

園

施

設

の

設

置

基

準

 

（

住

民

一

人

当

た

り

の

公

園

の

敷

地

面

積

の

目

標

）

 



第９９号議案 

第

二

条

の

二

 

法

第

三

条

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

公

園

の

住

民

一

人

当

た

り

の

敷

地

面

積

の

目

標

は

、

五

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

。

 
（

公

園

の

配

置

及

び

規

模

の

目

標

）

 

第

二

条

の

二

の

二

 

公

園

を

設

置

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

法

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

そ

れ

ぞ

れ

の

公

園

の

特

質

に

応

じ

て

分

布

の

均

衡

を

図

り

、

か

つ

、

防

火

、

避

難

等

災

害

の

防

止

に

資

す

る

よ

う

考

慮

す

る

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

と

こ

ろ

に

よ

り

そ

の

配

置

及

び

規

模

を

定

め

る

。

 

一

 

主

と

し

て

街

区

内

に

居

住

す

る

者

の

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

は

、

街

区

内

に

居

住

す

る

者

が

容

易

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

及

び

そ

の

敷

地

面

積

は

、

〇

・

二

五

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

目

標

と

し

て

定

め

る

。

 

二

 

主

と

し

て

近

隣

に

居

住

す

る

者

の

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

は

、

近

隣

に

居

住

す

る

者

が

容

易

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

及

び

そ

の

敷

地

面

積

は

、

二

ヘ

ク

タ

ー

ル

を

目

標

と

し

て

定

め

る

。

 

三

 

主

と

し

て

区

内

に

居

住

す

る

者

の

休

息

、

観

賞

、

散

歩

、

遊

戯

、

運

動

等

総

合

的

な

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

、

主

と

し

て

運

動

の

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

及

び

区

の

区

域

を

超

え

る

広

域

の

利

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

で

、

休

息

、

観

賞

、

散

歩

、

遊

戯

、

運

動

等

総

合

的

な

利

用

に

供

さ

れ

る

も

の

は

、

区

内

に

居

住

す

る

者

が

容

易

に

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

及

び

そ

れ

ぞ

れ

そ

の

利

用

目

的

に

応

じ

て

公

園

と

し

て

の

機

能

を

十

分

発

揮

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

そ

の

敷



第９９号議案 

地

面

積

を

定

め

る

。

 

２
 

主

と

し

て

休

息

又

は

鑑

賞

の

用

に

供

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

園

等

（

前

項

各

号

に

掲

げ

る

公

園

以

外

の

公

園

を

い

う

。

）

を

設

置

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

設

置

目

的

に

応

じ

て

公

園

と

し

て

の

機

能

を

十

分

発

揮

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

配

置

し

、

及

び

そ

の

敷

地

面

積

を

定

め

る

。

 

（

公

園

施

設

の

設

置

基

準

）

 

第

二

条

の

二

の

三

 
法

第

四

条

第

一

項

の

条

例

で

定

め

る

割

合

（

一

の

公

園

に

公

園

施

設

（

区

以

外

の

者

が

設

置

す

る

も

の

を

含

む

。

次

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

と

し

て

設

け

ら

れ

る

建

築

物

（

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

）

第

二

条

第

一

号

に

規

定

す

る

建

築

物

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

建

築

面

積

の

総

計

の

公

園

の

敷

地

面

積

に

対

す

る

割

合

を

い

う

。

）

は

、

百

分

の

二

と

す

る

。
 

（

公

園

施

設

の

建

築

面

積

の

基

準

の

特

例

）

 

第

二

条

の

二

の

四

 

動

物

園

を

設

け

る

場

合

そ

の

他

都

市

公

園

法

施

行

令

（

昭

和

三

十

一

年

政

令

第

二

百

九

十

号

。

以

下

「

令

」

と

い

う

。

）

第

六

条

第

一

項

で

定

め

る

特

別

の

場

合

に

お

い

て

、

法

第

四

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

条

例

で

定

め

る

範

囲

は

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

一

 

令

第

六

条

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

建

築

物

（

休

養

施

設

、

運

動

施

設

、

教

養

施

設

及

 

び

備

蓄

倉

庫

そ

の

他

国

土

交

通

省

令

で

定

め

る

災

害

応

急

対

策

に

必

要

な

施

設

を

い

う

。

に

限

り

、

当

該

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

十

を

限

度

と

し

て

、

前

条

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

） 



第９９号議案 

二

 

令

第

六

条

第

一

項

第

二

号

に

掲

げ

る

建

築

物

（

文

化

財

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

十

四

号

）

の

規

定

に

よ

り

指

定

又

は

登

録

さ

れ

た

建

築

物

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

じ

て

歴

史

上

又

は

学

術

上

価

値

の

高

い

も

の

と

し

て

国

土

交

通

省

令

で

定

め

る

建

築

物

、

景

観

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

十

号

）

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

建

築

物

、

地

域

に

お

け

る

歴

史

的

風

致

の

維

持

及

び

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

年

法

律

第

四

十

号

）

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

建

築

物

を

い

う

。

）

に

限

り

、

当

該

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

二

十

を

限

度

と

し

て

、

前

条

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

三

 

令

第

六

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

建

築

物

（

屋

根

付

広

場

、

壁

を

有

し

な

い

雨

天

用

運

動

場

そ

の

他

高

い

開

放

性

を

有

す

る

建

築

物

と

し

て

国

土

交

通

省

令

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

）

に

限

り

、

当

該

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

十

を

限

度

と

し

て

、

前

条

又

は

前

二

号

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

四

 

令

第

六

条

第

一

項

第

四

号

に

掲

げ

る

建

築

物

（

仮

設

公

園

施

設

（

三

月

を

限

度

と

し

て

公

園

施

設

と

し

て

臨

時

に

設

け

ら

れ

る

建

築

物

を

い

い

、

前

三

号

に

規

定

す

る

建

築

物

を

除

く

。

）

を

い

う

。

）

に

限

り

、

当

該

公

園

の

敷

地

面

積

の

百

分

の

二

を

限

度

と

し

て

、

前

条

又

は

前

三

号

の

規

定

に

よ

り

認

め

ら

れ

る

建

築

面

積

を

超

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

二

条

の

二

の

四

の

次

に

次

の

章

名

を

付

す

る

。

 

第

一

章

の

三

 

区

以

外

の

者

の

公

園

施

設

の

設

置

等
 

第

六

条

の

二

の

見

出

し

中

「

設

置

」

を

「

設

置

等

」

に

改

め

、

同

条

中

「

公

園

施

設

」

の

下



第９９号議案 

に

「

（

使

用

料

を

伴

う

も

の

を

い

う

。

次

項

、

次

条

及

び

第

六

条

の

四

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 
２

 
前

項

に

規

定

す

る

公

園

施

設

の

開

館

又

は

開

場

時

間

並

び

に

休

館

日

又

は

閉

場

日

は

、

規

則

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

第

六

条

の

三

中

「

区

長

」

を

「

第

十

三

条

の

二

の

規

定

に

よ

り

区

長

が

指

定

す

る

者

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

三

条

の

二

中

「

区

長

が

指

定

す

る

者

（

以

下

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

」

を

「

指

定

管

理

者

」

に

改

め

る

。
 

 

第

十

六

条

中

「

罰

す

る

の

」

を

「

罰

す

る

」

に

改

め

る

。

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

  

 

（

説

明

）

 

都

市

公

園

法

（

昭

和

三

十

一

年

法

律

第

七

十

九

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

住

民

一

人

当

た

り

の

公

園

の

敷

地

面

積

の

目

標

、

公

園

の

配

置

及

び

規

模

の

目

標

並

び

に

公

園

施

設

の

設

置

基

準

を

定

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


